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各都道府県労働局長 殿
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

(公印省略)

女性労働基準規則の一部を改正する省令の施行について

女性労働基準規則の一部を改正する省令 (平成 24年厚生労働省令第 78号)

は本日公布され、平成24年 10月 1日 に施行される。改正の趣旨及び上記省

令による改正後の女性労働基準規則 (昭和 61年労働省令第 3号。以下「則」

という。)の内容は下記のとお りであるので、女性労働者の就業が禁上 される

業務の範囲等についての貴管下の関係事業者等に対する周知及びその円滑な施

行に遺漏なきを期されたい。

なお、従前の関係通達の整理については

'1途

通達する。

記

第 1 趣旨

則第 2条第 1項第 18号及び同条第 2項の規定による女性労働者の就業を禁

止する業務についてtヽ これまで、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩

素、シアン化水素及びアニリンの9物質のガス、蒸気又は粉 じんを発散する場

所における業務としてきたところである。

今般、1母性保護に係る専F月家会合報告書 (平成 23年 12月 )」 を踏まえ、

則第 2条第 1項第 18号及び同条第 2項の規定による女性労働者の就業を禁止

する業務を、厚生労働省労働基準局によるCHS分 類事業において、生殖毒性

‐
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若しく
`ま

生殖細胞変異原性が区分lA若 しくは lB に分類された又は授手L影

響ありとされた25物質を発散する場所における業務であって、労働安全衛生

法令の規定により呼吸用保護具等の使用が義務付けられている業務及び労働安

全衛生法令の規定による作業環境測定の評価の結果、第 3管理区分に区分され

た屋内作業場における業務 (以 下「有害物に係る就業禁工業務Jと いう。)と
するための改正を行ったものである.

第 2 内容

1 特定化学物質障害予防規員J(昭和47年労働省令第39号)に規定する

有害物の うちの 13物質に係る業務 (副1第 2条第18号イ関係)

(1) 当該規定は、有害物に係る就業禁止業務のうち、特定化学物質障

害予防規則 (以下「特化貝lJと いう。)において規制されている有害物
のうちの 13物質を発散する場所におけるものを規定するものである
こと。

(2)特 化則に規定する有害物のうちの 13物質を発散する場所における

業務であって、特化則第22条第 1項又は第22条の2第 1項の規定
により呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務について、女性
労働者を就かせてはならないものとするものであること。 (則第 2条第
18号イ(1)関係)

(3)特 fヒ則に規定する有害物のうち13物質を発散する場所における則
第 2条第 18号イ (1)に規定する業務以外の業務のうち、作業環境
測定を行 うべき作業場であって 特イヒ則第36条の2第 1項の規定に
よる評価の結果、第 3管理区分に区分された屋内作業場における業務
については、女性労働者を就かせてはならないものとするものである
こと。 (則l第 2条第 18号イ (2)関係)

2 鉛中毒予防規則 (昭和47年労働省令第 37号)に規定する有害物に係
る業務 (則第 2条第 18号 口関係)

(1)当 該規定は、有害物に係る就業禁工業務の うち、鉛中毒予防規則 (以

下「鉛則Jと い う。)において規制されている有害物を発散する場所に
おけるものを規定するものであること.

(2)鉛 員」第39条ただし書の規定により有効な呼吸用保護具を使用させ

'1 生殖毒性区分lAのだ壺i生殖苺性 (■機能よび生殖能又は発生にtrする悪影響)があることが知られてい

るIヒ 学物贅

笙殖苺性区分 lBの定義 ;生殖苺性があるとみなされる化学物質

生殖細胞変果原性lAの 定義:生殖細llに饉世rヽ 突然変果を誘発することが知られているイヒ■物質

生殖細胞変興原ilBの定義:生殖i●胞に堡世●突然変異を銹発するとみなされる

`ヒ

学物質
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て行 う臨時の作業を行 う業務及び鉛則第 58条第 1項、第 2項若しく

は第 3項の規定により有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられてい

る業務について、女性労働者を就かせてはならないものとするもので

あること,ただし、則第2条第 18号口 (1)括弧書きにおいては、

鉛則第58条第3項の規定により有効な呼吸用保護具の使用が義務付

けられている業務のうち、鉛則l第 3条各号及び第 58条第 3項ただし

書の規定により、呼吸用保護具の使用義務が適用除外されている業務

を除外するものであること。 (即l第 2条第 18号 口 (1)関係)

(3) '鉛貝1第 39条ただ し書の規定により呼吸用保護具を使用させて行

う臨時の作業Jと は
「

粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作

業を行 う場合 (当 該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等

がこばれるおそれのある場合に限る。)における、当該ホッパーの下方

の場所において有効な呼吸用保護具を使用させて行 う臨時の作業であ

り、具体的には修理の業務があたること,(則l第 2条第 18号口 (1)

関係)

(4)員1第 2条第 18号口 (1)に規定する業務以外の業務のうち、作業

であって、鉛則第 52条の2第 1項の規定

による評価の結果、第 3管理区分に区分された屋内作業場における業

務については、女性労働者を就かせてはならないものとするものであ

ること。 (則第 2条第 18号 口 (2)関係)

3 有機溶剤中毒予防規則 (昭和 47年労働省令第 36号)に規定する有害

物の うちの 11物質に係る業務 (則第 2条第 18号ハ関係)

(1)当 該規定は、有害物に係る就業禁止業務の うち、有機溶剤中毒予防

規則 (以下「有機則」という。)において規制されている有害物のうち

の 11物質を発散する場所におけるものを規定するものであること.

(2)有 機則に規定する有害物の うちの 11物質を発散する場所における

業務であつて、有機則第 32条第 1項第 1号若 しくは第 2号又は第 3

3条第 1項第 2号から第 7号までに規定する業務について、女性労働

者を就かせてはならないものとするものであること。ただし、則第 2

条第 18号ハ (1)括弧書きにおいては、則第 2条第 18号ハ (1)

本文に規定する業務の うち、有機則第2条第 1項の規定により送気マ

スク等の使用義務が適用除外 されている業務を除外するものであるこ

と。 (則 第 2条第 18号ハ (1)関係)

なお、有機貝1第 33条第 1項第 1号に規定する業務 (第 3種有機溶

剤等に係る業務)については、女性の就業を禁止 していないものであ

ること。

(3)有 F・I則1に規定する有害物の うち11物質を発散する場所における則

第 2条第 18号ハ (1)に規定する業務以外の業務の うち、作業環境
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測定を行うべき作業場であって 有機員」第28条の2第 1項の規定に

よる評価の結果、第3管理区分に区分された屋内作業場における業務
について′よ、女性労働者を就かせてはならないものとするものである
こと。 (則 第 2条第 18号ハ (2)関係)
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母性保護のための「女性労働基準規則」を改正～生殖機能などに有害な物質が発… 12ページ

()F等空甲省

平成24年 4月 10日 母性保饉のために 生薔性籠などに有審な

`ヒ

学物贅が発散する場所での女性労働者のIt業 を策上する「女性労働恙■紳  (女性興)

の一部を改正する●令Jを公布しました。改正女性則は平成24年 10月 ,日 から施行となります

改正女性則では 妊崚や出産 積乳薇能に影手のある25の

`し

■物,(従来の規制対象は,効質,を規

“

対,とし これらを,う●葉場のうち 以下の象薔

については 妊蟻の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働をの就彙を着上します

このベージでは この改正七令に関する情報を 躙次鶴曖していきます。

1女性労働二率規則の対彙枷■〈
"枷

■)

・ 特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの

女性労働者の就業を禁止する業務

・ 労働安全術生差令に基づ← 彙環境測定を行い f策0管理区分ll規制対,となる化学物贅の空気中の平均凛凛が規制値を超える状態)と なつたE内作彙

場での傘藩

●タンク内 船倉内での実務など 規鋼対彙となる{ヒ学物贅の議気や枡じんの,肇が・●しく暉吸用保●■の■月が●務づけられている彙務

(■ )カ ドミウム クロム バナジウム ニッケル 砒素の奎口単体 マンガンt合物は対摯 ならない

.鉛中毒予防規則の適用を受けているもの

14鉛およびそのイヒ合枷

14素4ヒピフエニ′し(PC8)

2アクリル7ミド

3■テレンイミン

4エテレンオ■シド

5カドミウム

`ヒ

合物

oクロム崚増

7二酸化バナジウム

.有機溶沖1中 毒予防規則の適用を受けているもの

15エテレングリコー,レモノエテルエーテル(セロツルプ)

10エテレングリコールモノエテルエーテルアセテート(セロソ

ルフアセテート)

17エテレングリコールモノメテルエーテル(メテルセロツル

プ)

18キシレン

19N N― ジメテルホルムアミド

aステレン

8水銀およびその摯棧iL合鮨(■イし水艘を除く)

9颯化ニッケルm)●状のものに曖る)

10砒素

`ヒ

合枷(アルシンと砒

`ヒ

ガリウムを除く)

:(ベータープロピオラクトン

12ペンタクロルフエノール(PCP)お よびそのナトリウム塩

10マンガン

21テ トラクロ,レエテレン(パークロルエテレン)

22トリクロルエテレン

20ト ルエン

24■■1ヒ掟素

25メタ/―ル

母性保護のための「女

発散する場所での

報告書等

労綸安全6生送金と改正女性則の目優●62KB〕

改正の根腱となつた,日黎会合の報告書

17咸 20年 12月「母性保饉に係る専門颯会合■●●ll ブレスリリース エニ l170KB〕  全茎〔843KB〕 )

http://www.mhlw.go jp/seisakmitsuiie6unya./koyou roudor:,/koyoukintou/seisakuo5/ " 2ol2l05/23



母性保護のための「女性労働基準規則Jを改正～生殖機能などに有害な物質が発 … 2/2ページ

関係法令

関係省令

女性労●■4授財o-3を 改正する省令 (平成24年

「

三分●●令彗78■ )176KBl

新旧対熙彙文 [10oKBl

Etmilit

rnE9&la ||lo-gn*&E!-6tiofr6lit:rt\< (,E tt24+48 l o E $t]t*o4t ot3g. ttt*o4loalo+) It3!(Bl

パンフレット等

FI威中

このほか 0●となる●0がありましたら 口llll●してぃきます。

.担当

層月均等 児童黎壺局●拿黎慮口土晨法燿饉〈内摯 ,352)

0監理倉
〒11o■olo■東む手Ft日区日が田12■ ●E,03■2501111(代壼)

09ⅢⅢ O簡範γ●fH“bぃ け ●●lw●Lc AI“
“

●●●●
～
‐

h@://www.mhlw.gojp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/s€isaku05/... 2012/05/23         1



労働安全衛生法令と改正女性則の関係 (イ メージ)

労働安全衛生法令による男女共通の規樹

屋内作業場

作業環境測定 1い

(二 1)作実環

"測
定は

「
業彙境冽定機関 (作 業環責詢定士)"｀ 実施する必要がある

(注 2)管理濃度とは 有事物質を欧り扱 うF業場の空気環■の状態が良好かどうかを

判断する指標として 効質ごとに定められている機度のこと

改正女性llによる

規制
第 l管理区分

作業場所の殆ど 195%以 上)で 気中の

有害物質の機度が 管理濃度 い
'を超え

ない状態

女性労働者の

就彙の可否

０
誨

慟安奎衛生法令により 作業環

を改善するために必要な措置を

るよう努めなけれ まならない

第 2管理区分

4・業場所の気中の有害物質の濃度の

が 管理濃度を超えない状態

女性労働者の

就業の可否

r就集禁上J

輸安全は生′■により 直ウ,に

乗豪を改善するため こZ要な

を』 じ 第 1苺理区分スは第2

区分となるようにしな
'れ

ば

第 3管理区分

作業場所の気中の有害物質の濃度の

が 管理濃度を超える状態

有効な呼吸用保護具の着用が必要タンク内等

女性労働者の

就彙の可否

r就彙可能」

労働安全衛生法令と改正女性則の関係

※ 図は大まかなイメージであり、例外もあ りますので、詳細については雇用均等・児童家

庭局職業家庭両立課までお問い合せ ください。
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女性労働基準規則

O女性労働基準規員1

物 を取 り扱 う業務

1/4ページ

(昭 和六十一年一月二十七日)

(労 働省令第二号)

事項畔
女性労働基準規則

(平九労令三― 改称)

(坑 内業務の就業制限の範囲)

第一条 労働基準法 (以 下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務

は、次のとおりとする。
一 人力により行われる土石、岩石若 しくは鉱物 (以 下「鉱物等」という。)の 掘削又は掘採

の業務
二 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務 (遠隔操作により行うものを除く。)

三 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
四 ず り、資材等の運搬若 しくは覆工のコンクリー トの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務

[I詈掌:EI:3雰鬱解T曼攀綸 躙繹囁譲
術上の指導監督の業務を除 く。)

(平―八厚労令―八三 全改)

(危 険有害業務の就集制限の範囲等)

第二条 法第六十四条の三第一項の規定によ り妊娠中の女性 を就かせてはならない業務は、次

のとおりとす る。
一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応し、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量

するボイラーをいう。次号において同じ。

ボイラーの溶接の業務

)の取扱いの業務

つり上げ荷重が五 トン以上のクレーン若しくはデ リック又は制限荷重が五 トン以上の揚

の
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動
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は
　
業
　
　
る
装

ユハ
　
七
八
　
　
九
十

貨装置の運転の業務
五 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又

務
十一 動力により駆動 され るプレス機械、シヤー等を用いて行 う厚 さがノヽ ミリメー トル以上

の鋼板加工の業務

I言 :[][:`l骨 :[う暑草llEI借 [うli[1を善歯昌袢公堰だ胤λ蒼菅とこ
ろにおける業務

十五 足場の組立て、解体又は変更の業務 (地 上又は床上における補助作業の業務を除 く。)

十六 胸高直径が三十五センチメー トル以上の立木の伐採の業務

十七 機械集材装置、運材索道等を用いて行 う木材の搬出の業務

十他こ錠ゝ沓彙すな暑台物勝勢嗅、葉蛮隻は将れ轟島惑鍋イ」留|ゑ巣ЪFリ
ンその
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女性労働基準規則

十九 多量の高熱物体を取 り扱 う業務
二十 著 しく暑熱な場所における業務
二十一 多量の低温物体 を取 り扱 う業務
二十二 著 しく寒冷な場所における業務
二十三 異常気圧下における業務

2/4ページ

2二擢六阜練拠馨歓鑽 ゝ認 凛l聾まざl孔乱機事ピ髪Ъ島『」石島1戴、業
務は、前項第一号か ら第十二号まで及び第十五号か ら第二十四号までに掲げる業務 とする。
ただ し、同項第二号か ら第十二号まで、第十五号か ら第十七号まで及び第十九号か ら第二十
三号までに掲げる業務については、産後一年を経過 しない女性が当該業務に従事 しない旨を
使用者に申 し出た場合に限る。

(平 九労令三―・一部改正、平-0労 令七 旧第九条繰上 一部改正、平―八厚労令
―八三・一部改正)

第二条 法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女
性及び産後一年を経過 しない女性以外の女性 とし、これ らの者を就かせてはならない業務
は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務 とする。

(平 九労令
=―

・ 一部改正、平―O労令七・ 旧第十条繰上・ 一部改正)

(雇 用均等・児童家庭局鵬査員)

第四条 法第百条第二項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用均等 児
童家庭局調査員という。

2 雇用均等・ 児童家庭局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
(平 九労令ニー ー部改正、平-0労 令七・旧第十一条繰上 一部改正、平―二労令
四― 一部改正)

Ill 則 抄
(施行期 日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一 日から施行する。
(経過措置 )

第二条 附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則 (昭 和二十九年労働省令第
十三号)第十二条第二項の規定によるllE票 は、第十一条第二項の規定による証票 とみなす。

附 則 (昭 和六三年一一月一日労働省令第二四号)

この省令は、昭和六十四年四月一日か ら施行する。

この薯令]、 猛 席 覗 i■不 を 、
働省令第二六号)

附 則  (平成六年二月―一 日労働省令第八号)

第一条 この省令は、平成六年四月一日か ら施行する。ただ し、第二条の規定は、平成七年四
月一日か ら施行する。

第二条 この省令 (rff則 第一条ただ し書に規定する規定については、当該規定)の施行前に した

籠凸』
諄成九矧月二五日ち鷹難ど型;よ ら

。

1範

:う言ilき
簡『選塁奮認編彙竺彙晏奎磐超鱈存管窺電″霜舜劣警倭薪£ホ撃β卓理事腺電

(経過措置)

2則
肇軍聖案奏重要樹若楚経型蒼盛栗誉豚:」『

規定による証票は、改正後の女性労働基準規

(施きヽ ピ|(平
成-0年 二 月一三 日労働 省令第七号)抄

1 この省 令は 、雇 用の分野 にお ける男女の均等 な機会 及び待遇 の確保等の ための労働 省関係

穐晶晶鼻sに
関す る法律 の施行の 日(平 成十一年 四月一 日)か ら施 行す る。

2貝

1肇舌梨露奎措君鑽楚着督留蓋業[秀憲子Fの
規定による証票は、改正後の女性労働基準規

(施ミゝ ピ|(平
成 ―二 年-0月 二一 日労働 省令第 四一号)抄

第
7f議ギ運鍵諄 3昔贅 』 颯ξ 縄再撃 1予

正す る法律 (平 成十一 年法律 第八十八号)の 施 行の 日

(様 式 に関 す る経 過措置 )

第五 条 第二条 の規 定に よ る改正前の労働基準法施行規 則第五十二条の規 定 に よる証 票、第二

秀3経履[意£整壽認3箇奏議辱馨響温爆肇簡
三十三条第二項の規定による証明書、第八条

働保険審査会法施行規則第四条の規定によるllE

http:″w、ゃ、vhOurcLmhtw gojp/cgi_bil■ 7t dOcumcntcgi?MODE=hotlrci&DMODE=CO…
 2012/05/23



女性労働基準規則

(平 12労令41 全改)

第    号

雇用均等・ 児童家庭局調査員証票

平成  年  月  日交付

官職     氏

厚生労働省雇用均等 児童家庭局印

名

厚生労働省

縦65セ ンチメー トル

横 8セ ンチメー トル

(別 記様式裏面)

34ページ

票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規貝1第 七十八条の規定による証

票、第二十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七

十三条の規定によるII票 、第二十四条の規定による改正前の労働安全衛生規員1第 九十五条の

三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の

規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則l第 四条の規定による証

票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規

定による改正前の港湾労働法施行規員1第 四十五条第二項の規定によるIIE明 書は、当分の間、

第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第二条の規

定による改正後の職業安定法施行規則第二十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定

による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規貝1第 四条の規定による証票、第

二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規貝1第 七十八条の規定による証票、

第二十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十二

条の規定による証票、第二十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の

規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定

による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、

案存お墓需辱経唇写な皇鷲罷舞農罰饗富T責薬秀窺楚モi署慕品彗侵恐望婚準雷奨房艦整背
第共彙

改晋傍8鷲虜霜鼎誘襟損経製雷讐蔦受香霊言督η零蛋:亡 8晋零言it象整箭のそれぞ
れの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める

相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式

による申ll書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平 成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平 成十四年二月―

日)か ら施行する。
附 則 (平 成―八年一〇月―一日厚生労働省令第一八三号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

男1記様式 (第 4条関係)

労働基準法 (抄 )

(女 性主管局長の権限)

第100条  厚生労働省の女性主管局長 (厚 生労働省の内部部局 として置かれる局

ξF徴鞘tF般懸鋪肥易]黙語譜財 全よ炒 窯 どL殊
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の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事
項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行 うととも
に、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対 して行 う指揮監督について援助
を与える。

女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関 し労働基
準主管局若 しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関す
る文書を開覧 し、又は閲覧せ じめることができる。

第101条及び第105条 の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、
この法律中女性に特殊の規定の施行に関 して行う調査の場合に、これを準用す
る。

第101条  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検 し、帳
簿及び書類の提出を求め、又は使用者若 しくは労働者に対 して尋間を行うこと
ができる。

前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明するll票 を携帯 じ
なければならない。

第120条  次の各号の1に 該当する者は、30万 円以下の罰金に処する。

(第 1号 か ら第3号 まで 略)

4 第101条 (第 100条 第3項 において準用する場合を含む。)の 規定による労働
基準監督官又は女性主管局長若 しくはその指定する所属官吏の臨検 を拒み、妨
げ、若 しくは忌避 し、その尋間に対 して陳述 をせず、若 しくは虚偽の陳述を
し、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載 をした帳簿書類の提出をした者

女性労働基準規則 (抄)

第4条  法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を
雇用均等 児童家庭局調査員という。

2 雇用均等・ 児童家庭局調査員の携帯すべ き証票は、別記様式による。
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